
平成  年  月  日

川口市長 奥ノ木信夫 様

川口市情報公開・個人情報保護運営審議会

会 長   早  川  和  宏

個人情報の外部提供について（答申）

平成３０年２月９日付けで諮問のありました、議案に記載される個人情報の

外部提供について、下記のとおり答申します。

記

１ 権利の放棄に関する議案について

 権利の放棄に関する議案は、市の活動を説明する責務として市民等へ情報提

供する必要がある。

しかし、議案に記載される情報は、市が放棄する債権の内容・金額等のほか、

債務者の氏名・住所を含んでおり、これが公開されることで個人が中傷される

おそれのある、非常にプライバシー性の高い性質のものである。

 一方、市民等へ議案を情報提供する場合、債務者の氏名と住所により個人を

特定しなくとも、市が債権を放棄する理由等が明記されていれば、権利放棄の

内容を市民等に説明する責務を果たすことができる。

 従って、権利の放棄に関する議案を市民等へ外部提供する場合は、個人が特

定される情報は記載されるべきではない。そのため、記載の方法は次のように

するべきである。

No. 所在地 氏名 金額 発生年月 理由

１ ○○ ○○ 1,000,000円 平成 21年 2月 破産

もっとも、権利の放棄に関する議案の中には、普通地方公共団体の長等に対

する損害賠償請求や第三者に対する不当利得返還請求の義務付けを求める地方

自治法第２４２条の２第１項第４号所定のいわゆる４号訴訟の提起後に、当該

債権を放棄する旨の議案も含まれる。

かかる権利の放棄により、住民の公共的な利益に関わる事項について、裁判

所の認定判断を覆す可能性もある点において、破産・債務者の所在不明・債務



者の死亡・債権金額が少額で取立てに要する費用に満たないこと等を理由とす

る権利の放棄とは性質を異にするものであるため、かかる権利の放棄の議案を

市民等に外部提供するに当たっては、上述の記載方法とは異なる記載方法によ

るべきである。

２ その他の実施機関における取扱いについて

 市長部局以外の各実施機関において、権利の放棄に関する議案の内容を市民

等へ外部提供する場合も、同様に本答申に準じて行うことが望ましい。
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資料１



議案第 号

権利の放棄について

次のとおり権利を放棄するため、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６

条第１項第１０号の規定により議決を求める。

記

１ 権利の内容

に係る債権

２ 放棄する件数及び額

（１）件数 件

（２）額 円

３ 権利の相手方等

別添調書のとおり

４ 権利放棄の理由

破産法（平成１６年法律第７５号）第２５３条第１項に基づく免責決定がなさ

れたこと、債務者の所在が不明であること、債務者が死亡したこと及び債権金額

が少額で取立てに要する費用に満たないことから、回収が不可能又は不適当な債

権を放棄するもの。

平成 年 月 日提出

川口市長 奥 ノ 木 信 夫
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